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厚木市のホームページから 

この用紙は再生紙を使用しています。 
で紙面をカラーでご覧になれます。 

【対  象】地区在住で中学生以下の幼児・児童・生徒 

※地区外から愛甲小に通う児童を含みます 

※幼児は保護者同伴でお越しください 

幼児は幼児コーナーでヨーヨーつりなどを 

お楽しみいただきます 

【持ち物】①魚を入れるバケツ 

②川に入るための靴・サンダル 

③飲み物 

※手袋は使えません 

【申込み】７月３日(月)までに直接または電話で愛甲公民館（☎247-1434）へ 

愛甲公民館 〒243-0028 厚木市愛甲西 1-17-1 ☎247-1434 Fax270-2302 E ﾒｰﾙ 8623@city.atsugi.kanagawa.jp 

コミュニティづくり事業 

青少年健全育成事業 

地域づくり推進事業 

 
 

竹内輝明さんと山本栄さんが、４月１日付で厚木市長から環境

保全指導員に委嘱されました。 

お二人は、きれいなまちづくりのために「路上喫煙・ポイ捨て

防止キャンペーン」を、駅前路上喫煙禁止エリアで行っていきま

す。清潔感のあるきれいなまちづくりのためには、 

ゴミの持ち帰りや喫煙マナー、ゴミ拾い等、一人 

ひとりの心掛けが大切です。是非、地域の皆さん 

のご協力もよろしくお願いします。 

 【問合せ】生活環境課 ☎ ２２５－２７５０ 

 

 

 

愛甲石田駅周辺のまちづくりを進めるための方針 

となる「愛甲石田駅周辺まちづくり基本構想」 

を策定しましたので、説明会を開催いたします。 

《日 時》６月２５日（日）１４時～ １時間程度 

《場 所》愛甲公民館 集会室  

《問合せ》市街地整備課 ☎ ２２５－２８５１ 

かき氷と焼きそばの 
サービスも復活予定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【日  時】 ７月１９日（水）※雨天中止 
       集合９:１５ 出発９:３０  

解散１４:３０(予定) 
【行  先】 県立あいかわ公園・宮ケ瀬ダム 

往復バス利用・歩行距離 約３㎞ 
【集合場所】 愛甲公民館 正面玄関前 
【対  象】 地区内在住の方 ３０人 
       応募多数の場合は抽選  
【参 加 費】  無料 
【持 ち 物】 昼食、飲物、敷物、タオルなど 

※歩きやすい服装、はき慣れた靴でご参加ください 
【申 込 み】  ６月２８日（水）までに直接または電

話で愛甲公民館（☎２４７－１４３４）へ 

健康効果の高い運動療法として注目されているウォー

キング。さわやかな風と空気を感じながらウォーキング

をして、楽しいひとときを過ごしてみませんか? 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内には、私たち１０２人の青少年相談員（公民館

地区選出・小学校・中学校・高校）がいます。 

各地区や市街地に出て、愛の声掛け運動（パトロー

ル）を行っています。 

声掛けしながら、子どもから大人へと育っていく青

少年に、大人が周りにいることを感じてもらい、「見

守っているよ、ひとりじゃないよ」ということを伝え

ていきたいという思いで活動しています。 

地域の皆さんと一緒に、地域活動や厚木市青少年教

育相談センターでの活動を軸に、大きな社会へ活躍の

場を広げていく青少年をこれからも見守っていきたい

と思います。 

【問合せ】 青少年教育相談センター 

   ☎ ２２５－２５２０ 

＊市内 15 地区の公民館だよりが厚木市のホームページ（http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/）でご覧になれます。 

セーフコミュニティ
認証都市あつぎ 南毛利南地区安心安全なまち会議 

 
５月の地区内の窃盗犯認知件数は 
１件でした 

 

 

 

【日 時】 ８月２日（水）１０時～８月３日（木）１５時 

 １泊２日 

【会 場】 七沢自然ふれあいセンター 

【内 容】 野外炊事、キャンプファイヤー、 

クラフト作りなど 

【対 象】 市内在住の小学４～６年生 ３６人 

 ※応募多数の場合は抽選 

【参加費】 １人５，５００円（材料費、リネン代、保険料） 

【申込み】 ７月９日（日）までに講座予約システム（管理

番号 2302002）、または電話で七沢自然ふれあい

センターへ。 

【問合せ】 七沢自然ふれあいセンター☎２４８－３５０

 

 

 

土砂災害や河川の氾濫による家屋倒 

壊など、災害の危険性の高い場所から 

住宅を移転される方に対して、移転に 

関する費用の一部を補助します。 

【対象】 市が定める住宅にお住まいの方で、既存の住宅

を撤去し、市内の別の場所へ移転する方 

【補助上限額】（一戸当たり） 

① 除却費（既存住宅の撤去や跡地整備）…308 万円 

② 建物助成費（移転先の土地購入や住宅建設など） 

…731 万８千円 

③ 移転等費(引越し代、仮住居費など)…97 万５千円 

  ※ ②は、金融機関から資金を借り入れた場合の、借入金の利

子に対する補助となります。 

※ 事業の詳細については担当へお問い合わせください。 

【問合せ】都市計画課 ☎ ２２５－２４００ 

 

【日 時】 ６月２８日（水） 
１０：００ ～ １１：４５ 

【場 所】  愛甲児童館（愛甲３-２３-１） 
【問合せ】  地域福祉推進委員会(愛甲公民館内)  

☎２４７－１４３４ 

☆自転車盗（船子） 

 ５月１８日（木） 

 １７時～２３時 

 
 

 

 

 

市では、神奈川中央交通㈱が発行している高齢者割

引乗車券「かなちゃん手形（１年券１０，８００円）」

の購入費用のうち、４，８００円を助成します。 

対象者（令和５年４月１日現在厚木市在住で、令和

５年度内に満７０歳以上の方）には前もって市からご

案内を郵送しますので、受付日程及び受付会場等をご

確認ください。 

また、当日は高齢者タクシー利用券の申請も受け付

けます。 

 

 

【問合せ】地域包括ケア推進課 地域支援係 

☎２２５－２２２４（直通） 


